
1 国際連合安全保障理事会決議第1540号
とは

2004年４月に採択された国際連合安全保障理事会

決議第1540号（以下、UNSCR 1540と呼ぶ）は、大

量破壊兵器、関連物質およびそれらの運搬手段の取

得または使用からもたらされる政治および社会秩序

への脅威に対処するために講じられる一連の施策の

ひとつである。そのような事情を背景に、世界的不

拡散体制を構成する条約、協定、合意および国連安

保理決議のネットワークにUNSCR 1540が加わった

ことは重要な意味を持つ。現在、実施過程にある同

決議は、テロ組織などの非国家主体が生物兵器・化

学兵器・核兵器およびミサイルをはじめとするそれ

らの運搬手段を取得するのを阻止することを狙いと

している。

その目標を達成するために、UNSCR 1540はすべ

ての国家に“核兵器・化学兵器・生物兵器およびそ

れらの運搬手段を開発、製造、取得、所有、輸送、

移転または使用することを企てる非国家主体に対す

るいかなる形態の支援も差し控える”よう求めてい

る１。この点について、同決議に盛り込まれた12項

中２項が極めて重要である。第２項は、すべての国

連加盟国に、いわゆる大量破壊兵器（WMD）、そ

れらの運搬手段および関連物質を“開発、製造、所

持、製造、輸送、移転または使用する”非国家主体

を刑事罰の対象として処罰することを視野に入れて

国内法を制定ならびに施行するよう求めている２。

第３項は、国家が確立ならびに維持する国内管理に

ついて詳述し、その中には“生産、使用、貯蔵また

は輸送において”WMD、それらの運搬手段および

関連物質に対する説明責任および安全確保が含まれ

ている。また、第３項はWMDの“不正取引および

不正仲介を探知し、抑止し、防止し、それらに対処

する”ための物理的防護手段――国境管理および執

行措置――のほかに、輸出、通過、積換、再輸出の

管理、これらの活動に資する資金供給およびサービ

スの管理、最終需要者の管理、ならびにこの目的を

達成するための法律の採択ならびに執行も求めてい

る。

UNSCR 1540はいくつかの側面において他の不拡

散体制メカニズムとは異なっている。第一に、

UNSCR 1540は国家不拡散よりむしろ非国家主体に

重点を置いている。第二に、UNSCR 1540は３種類

のWMD―化学兵器・生物兵器・核兵器―をすべて

対象としている。第三に、個別の兵器カテゴリーご

とに国家行動を規定している最重要条約―核拡散防

止条約（NPT）、化学兵器禁止条約（CWC）およ

び生物兵器禁止条約（BWC）―とは対照的に、

UNSCR 1540は多国間における交渉が行われなかっ

たが、当時の国際連合安全保障理事会加盟15カ国に

よる決定によってもたらされた３。第四に、国際連

合憲章の第７章に基づいて採択されたUNSCR 1540

はすべての国連加盟国に対して拘束力を有し、条約

締結国に対して似ているが包括性に乏しい義務を課

している既存の反テロ条約の域を超えている。第五

に、NPTに基づく義務に違反する国家に的を絞っ

た他の国連安保理決議（例えば、イランや北朝鮮に

対する最近の制裁決議）とは対照的に、UNSCR

1540はWMDテロによってもたらされる全般的な世

界的脅威を対象としている。

2 なぜWMDテロ決議なのか

2001年９月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受
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けて、世界中の多くの地域においてテロが国家およ

び国際安全保障上の最重要議題として取り上げられ

るようになった。同時多発テロ事件を受けて、国連

安保理は国連憲章の第７章に基づいて決議1373を全

会一致で採択した。決議1373は、すべての加盟国に

テロ組織への資金の流れを断つための措置を講じる

よう義務づけている。WMDの取得を目論む非政府

主体に加え、その後、続発するテロ事件を受けて、

WMDとテロのつながりが浮き彫りになった。決議

1373は事実上、UNSCR 1540の法律上の先例とみな

すことができ、両決議はともにすべての国連加盟国

に非政府主体によってもたらされる脅威に対処する

ための一連の一般義務を課している。

非政府主体によるWMD拡散や非政府主体への

WMD拡散に対処する緊急性を強調する別の展開

は、パキスタンの核爆弾の父、カーン博士が数年間

にわたって秘密の核闇市場を運営していたという驚

くべき新事実であった。2007年７月に執筆した自著

の中で、Peter Crail氏は、テロリストが“WMDや

技術の受取人のみならず供給者にもなり得る”こと

や“従来の国際WMD不拡散体制は、この種の拡散

問題に対処するために編成されていない”ことをカ

ーンネットワークが実証していると指摘した４。

WMDテロに関する規則・規定を整備する取り組

みの先頭に立っている米国は、多国間条約プロセス

を追求しようとする試みにほとんど関心を示さなか

った。ジョージ・ブッシュ政権は政権発足当初から

多国間条約の策定が優先事項ではないとの立場を明

確に示した。数ある中でも、ブッシュ政権は2002年

に「弾道弾迎撃ミサイル制限条約」を破棄し、「生

物毒素兵器条約」や「兵器用核分裂性物質生産禁止

条約」に関連する正式交渉を拒否した。代わりに、

ブッシュ政権は外交政策目標を達成するために、よ

り小規模な国家連合を設立することに重点的に取り

組んだ。その代表的な一例が「拡散安全保障イニシ

アチブ」（PSI）である。実際に、PSIは初期の米国

UNSCR 1540草案のための道標となった。要するに、

テロの脅威についての認識の高まり、ブッシュ政権

の多国間制度に関する条約回避やそれらへの依存回

避、カーン博士の驚くべき新事実、非国家主体への

WMD拡散に対処する施策の欠如といったすべての

要因が相互に絡み合ってUNSCR 1540の促進ならび

に採択へとつながった。

3 実施の現状

UNSCR 1540は、国連加盟国間における同決議の

実施状況に関して国連安全保障理事会に報告を行う

目的で1540委員会を設置した。加盟各国は1540委員

会に“この決議を実施するために講じている、また

は講じるつもりの措置”を詳述した報告書を提出す

るよう求められた５。今日に至るまで、160カ国が実

施状況を詳述した第１回報告書の提出を済ませてお

り、1540委員会からの要求に応じて、多くの加盟国

が実施に関する追加情報を提出している。2009年11

月の時点で、32カ国が第１回報告書を提出しておら

ず、事実上そのすべてが発展途上国であった。

UNSCR 1540の実施は多くの国家にとって困難な

作業となり得る。特に発展途上地域の国家にとって、

UNSCR 1540の内容は日々の生活において対処しな

ければならない現実から大きくかけ離れているよう

に見える。例えば貧困、HIV／エイズ、麻薬・人身

売買、小火器・軽火器といった国内政情不安の問題

がそれらの国家にとって優先的課題であるうえに、

限られた人的資源・技術的資源・関連資源がそれら

の問題に使い果たされてしまうため、それらの国家

にとって二次的または三次的な課題を実施するため

に個別の措置を講じることは不可能である。要する

に、多くの国家の場合、存続可能な市民社会を維持

するために不可欠と見なされる問題のために政治的

なエネルギーや乏しい資源が注ぎ込まれている。

加盟国からの報告書を受け取った時点で、1540委

員会の専門家集団は各国による同決議の実施状況を

見極めるために、提出された情報を分析する任務を

負う。このプロセスを支援するために、1540委員会

はUNSCR 1540の要求事項に照らして各国の達成度

を記録するマトリックスを立案した。1540委員会に

よる各国の達成度分析は公表されないが、概要報告

書によれば、多くのUNSCR 1540施策に取り組んで

いる国も中にはあるが、他の多くの国は同決議にお

いて求められるごく少数の措置しか遵守していない

ことが判明している６。しかし、委員会の専門家の

一人によれば、1540委員会は近年実施活動が飛躍的

に活発化していることを確認しており、UNSCR

1540実施に弾みがついている兆しが見られるとい

う。
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4 過去および現在のUNSCR 1540実施課題

UNSCR 1540が採択された直後、同決議の正当性

に関する疑問が浮上した。同決議が国際連合憲章の

第７章に従って可決された結果、自動的に国連のす

べての加盟国が拘束される形になっており、非安保

理メンバーがこのプロセスに参加する機会が極めて

限られている状況下において加盟国の実施義務事項

を法制化していることに多くの加盟国が異議を唱え

た。それらの加盟国は、安全保障理事会が総会の立

法権を実質的に侵害しており、主権国家の条約締結

権を無視していると感じた７。多くの加盟国は、総

会における多国間条約または決議の交渉によって同

決議の目的が達成されることを最優先するべきであ

ると主張した８。さらに、多くの加盟国はUNSCR

1540における不拡散と武装解除とのバランスが欠如

していると感じられることに苛立ちを表明した。

しかしながら、現在では、UNSCR 1540に対する

こうした不満はほとんど聞かれなくなっている。

1540委員会をそれぞれ２年と３年延長する後続の２

件の決議、UNSCR 1673（2006年）とUNSCR 1810

（2008年）が安全保障理事会によって可決され、い

くつかの地域的機関がUNSCR 1540の目的を支持

し、加盟国に同議決の実施を求める決議を可決して

いる。さらに、2009年12月に外交的な1540委員会議

長として知られるJorge Urbina国連大使は、効果的

な実施に向けた初期の課題とされていた同決議の正

当性の問題は解消されたとの声明を述べた。

実施に向けた他の課題は、一方では表現がいくぶ

ん曖昧だと見なされている条項に関係し、他方では

極めて要求の厳しい条項に関係したものである。例

えば、多くの地域において同決議は輸出管理の法制

化や執行などに関してUNSCR 1540を実施するため

に加盟国に“効果的で適切な措置”を講じるよう求

めている。しかしながら、それ以上の詳しい説明が

なされていないため、UNSCR 1540が対処する分野

の多くにおいて事前の経験を積んでいない多くの加

盟国は何を期待されているのかよく分からずにい

る。しかしながら、特筆すべきは、1540委員会の専

門家集団の活動からも分かるように、UNSCR 1540

はより安全でより安定した世界に向けたビジョンで

あり、国内や地域の状況に基づいてそれらの条項の

実施方法を決定する各加盟国次第であるという点で

ある。WMDまたはそれらを生産するための物質を

保有していない加盟国はそれらの品目の安全性や安

全保障を強調することはできないが、代わりに、自

国の領土が非政府主体によって“通過国”として使

用されないよう徹底させることに重点的に取り組む

ことができる。他の加盟国は、デュアルユース品目

や実態の捉えにくい技術移転を防止する方法に関す

る民間セクターや学術機関の教育に重点的に取り組

むことが必要かもしれない。

先に述べたとおり、多くの加盟国は同決議を効果

的に実施するために必要な能力や資源を欠いてい

る。一部の加盟国や地域では、UNSCR 1540は当初、

競合する優先事項や同決議を首尾よく実施するにあ

たって必要な資源や能力が大きな足枷となって、政

治的な勢いを得ることができなかった。現在では、

程度の差こそあれ、さまざまな方法で実施すべき課

題の多くへの取り組みがなされているが、多くの加

盟国による同決議への遵守を徹底させるにあたっ

て、引き続きUNSCR 1540を実施するための能力や

資源の欠如が大きな障害となっている。

5 UNSCR 1540を実施するための国家・
地域・国際協力

自助努力の域を超えて、国家がUNSCR 1540の実

施に関して支援を得るために利用できる手段がいく

つか存在する。1540委員会の専門家集団は、実施能

力が限られている加盟国と、他国の実施活動への支

援に関心を示している加盟国を結束させることがで

きる情報交換の場を構築することを目的として、実

施能力が限られている加盟国から支援要請を募って

いる９。1540委員会は国連軍縮機関（UNODA）お

よび主催政府とともに実施課題に直面している地域

において定期的に啓蒙／意識向上セミナーやワーク

ショップも開催している。例えば、2009年12月にエ

ジプトは“輸出管理プロセスを管理する実務レベル

での国家能力を強化し、参加国間における情報およ

び経験の共有を促進させる”ためにUNSCR 1540実

施ワークショップを主催した10。２月上旬にケニア

で開催された別の地域ワークショップでは数ある中

でも生物分野における経験の共有および能力開発に

重点が置かれた11。UNODA主催の以前に開催され
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た同様のワークショップにはブラジル、カタール、

バヌアツおよびコスタリカにおける会議が含まれて

いる。

国際原子力機関（IAEA）や化学兵器禁止機関

（OPCW）を含む専門知識を有する国際機関はNPT

やCWC条約の義務を果たすために各国に支援を提

供しており、その結果、UNSCR 1540実施の促進に

つながっている。欧州連合（EU）や欧州安全保障

協力機構（OSCE）などの他の多国間団体は

UNSCR 1540を実施するために加盟国を支援する措

置を講じている。非政府組織（NGO）も同決議に

ついての認識を高めるために個別の国または複数国

からなる団体と連携をとりあって、実施のための法

律上の助言や科学的な助言を与えたり、国境警備隊

や輸出管理当局者などの実務者に研修を施したりし

ている。

近年急激に勢いを増している、あるコンセプトが

ある。それは、地域的機関が加盟国間における

UNSCR 1540の実施を促進するうえで重要な役割を

果たすことができるというものである。国連憲章の

第７章は、国際平和および安全保障分野の範囲内で

地域的機関が適切な行動をとるための法的枠組みを

定めている。UNSCR 1540実施プロセスにおいて重

要な役割を果たす地域的機関および準地域的機関を

支持する有力な記録が存在する。その所感は、つい

最近の２人の1540委員会議長（Urbina国連大使と

Burian国連大使）、多くの国連加盟国、後続の決議

によって再確認された。例えば、2008年に1540委員

会を３年延長したUNSCR 1810は、1540委員会に

“決議1540の対象とされる分野における経験や学ん

だ教訓の共有を促進し（2004年）、かつ決議1540の

実施の促進につながる可能性のあるプログラムの有

用性に関して連絡をとりあうために、国家および関

連国際機関、地域的機関および準地域的機関に積極

的に関与する”ことを明確に奨励している12。さら

に、UNSCR 1810は“1540委員会に決議1540実施の

促進に関心のある加盟国、関連国際機関、地域的機

関および準地域的機関に交流を図る機会を提供す

る”ことを求めている13。この題材を扱った書籍

『 決 議 1 5 4 0 の 実 施 ： 地 域 的 機 関 の 役 割 』

（Implementing Resolution 1540: The Role of

Regional Organizations、2008年）は、地域的機関

はUNSCR 1540実施に関して効率性、正当性、信頼

性を提供すると結論づけている14。共通の関心や懸

念に基づいて団結した同じ考えを持った国々を構成

メンバーとするこれらの地域的機関は、地域の優先

事項、長所、短所を認識しているため、効果的に資

源を蓄積し、実施経験を共有し、支援が必要とされ

る状況を特定し、さらに加盟地域の内部および外部

の潜在的な協力者を正確に特定することができる。

要するに、加盟国がUNSCR 1540の実施を試みる際

に有効利用できる支援を複数の供給源から獲得する

ことが可能になる。

6 1540実施の最近の進展と次なる段階

能力や資源の欠如に起因するUNSCR 1540実施面

の課題は存続するが、ここ数年、UNSCR 1540を実

施する取り組みが勢いを増しているのは間違いな

い。注目に値する数少ない最近の進展のひとつとし

て、生物兵器拡散を防止するための法規制の起草を

含む生物兵器活動を禁止する草案を、１月にパキス

タンの連邦内閣が支持したことが挙げられる15。パ

キスタンはUNSCR 1540に猛反発していた国の一つ

であったため、これは大きな進展である。さらに、

ボスニア・ヘルツェゴビナは生物・化学攻撃への対

抗手段として2009年６月に“CBRNテロに対する実

施プログラム”を打ち出した一方で、タイはデュア

ルユース物質のためのガイドラインとしてEU規制

品目リストを用いた核関連物質管理に関して多様な

法律を承認している16。世界屈指の通行量を誇る貿

易港を有するシンガポールは、取り組みの重点を産

業界への体系的啓蒙活動を含む輸出管理およびサプ

ライチェーンに置いている17。

輸出管理については、もうひとつ言及しておかな

ければならないことがある。不拡散の強化を目的と

した戦略物資貿易を管理するための包括的な措置

は、とりわけ発展途上国にとって自国の開発目的や

経済成長に対する制約と見なされる可能性がある。

かつて、コフィー・アナン前国連事務総長は「開発

なしの長期的な安全保障は存在せず、安全保障なし

の開発は存在しない」と所見を述べた。輸出管理を

視野に入れて開発と安全保障の間の共通基盤を見つ

けることは決議1540によって提起される重要な課題

のひとつである。貿易における拒絶や抑制という観

点から輸出管理への重要性を捉える傾向がある。し
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かし、貿易や商取引を強化し、経済成長および開発

を促進する機会という観点から捉えることも可能で

あり、そのように捉えるべきである。効果的な輸

出・通過・積換管理が実施されれば、国際商取引の

繁栄が可能になり、そうすることで、自国経済の成

長、より高い開発レベルへの到達、生活水準の向上、

国際商取引の本流への参加に関して加盟国の利益を

かなえることが可能になる。解決の糸口は、安全保

障を損なうことなく、特に非政府主体の大量破壊兵

器の物質・機器・技術の不正取引能力を抑制しなが

ら、輸出管理が貿易の促進につながるよう徹底させ

るために突きつけられた課題を認識し、総合的に―

地域的かつ国際的に―取り組んでいく加盟国自身に

潜んでいる。

UNSCR 1540遵守に向けて進展が見られるにもか

かわらず、Urbina国連大使は前記の所見の中で、

1540委員会の有効性の妨げとなっている構造的な課

題についても言及した。Urbina国連大使は、1540

委員会の仕事量が増えていることが、この数年間の

実績を超える進展を実現していくうえでの障害とな

っていることを強調した。1540委員会の任務は啓蒙

活動、見直し、技術援助、得られた教訓を活用する

活動を盛り込むために拡大されているが、これらの

新たな責務に付随する新たな手段や資源がもたらさ

れていない。数ある中でも、Urbina国連大使は仕

事量の過負荷を軽減するために1540委員会専門家の

新規雇用を提言した。

最後に、バラク・オバマ米大統領の選出が

UNSCR 1540実施に与える影響を評価することは困

難である。先に述べたとおり、各加盟国はUNSCR

1540を実施するための最良の方法を単独で決定しな

ければならない。しかしながら、オバマ大統領は武

装解除を最終目標として設定し、外交政策議題の重

要な部分を占める不拡散および武器管理を実施して

おり、それが世界中に波及効果をもたらす可能性が

ある。オバマ大統領の議題は最初の任期が終了する

前に世界中の攻撃を受けやすい核分裂性物質備蓄の

安全保障を確保する独自の目標であり、国際的な

UNSCR 1540実施に直接的な影響を与える可能性が

ある。その目標が達成された場合に、UNSCR 1540

の全面的実施に向けての大きな一歩となるであろ

う。2010年４月に、オバマ政権はワシントン・サミ

ットで核安全保障問題について協議するために約40

カ国の首脳を迎え入れ、この目標に向けての最初の

実質的な第一歩を踏み出すことになる。

7 結論

結論を述べれば、UNSCR 1540の実施は多くの国

家にとって包括的な困難な作業であり、すべての国

が全面的に遵守するようになるには数十年とは言わ

ないまでも、数年はかかると思われる。最大の懸案

事項は我々がたどっている進路である。この施策の

究極の目標を心に留めておくことが大切である。す

なわち、世界規模の安全保障ネットワークの脆弱な

点を回避し、WMDの取得をもくろむテロ組織につ

け込まれないようにすることである。コフィー・ア

ナン前国連事務総長が退任する前に、「今日の世界

において、我々ひとりひとりの安全保障は他のひと

りひとりの安全保障にリンクしている」と声明を述

べた。したがって、最高レベルのUNSCR 1540実施

を保証するために自国の権限の範囲内にあるものを

実施することがあらゆる国にとっての得策となり、

それが自国のためになるだけでなく、他国のために

もなるのである。
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